
 

 

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 職 員 の 通 勤 手 当 に 関 す る 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規

程 を 公 布 す る 。  

平 成 27年 ４ 月 １ 日  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団    

企 業 長  竹 山  修 身    

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 管 理 規 程 第 ７ 号  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 職 員 の 通 勤 手 当 に 関 す る 規 程 の 一 部 を  

改 正 す る 規 程  

 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 職 員 の 通 勤 手 当 に 関 す る 規 程 （ 平 成 23年 大 阪 広 域

水 道 企 業 団 管 理 規 程 第 20号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に

下 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改 正後  改 正前  

 

（ 自転 車 等 使 用 者に つ いて の 特 例 ）  

第 ９条  （ 略 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  （ 略 ）  

３  規 程 第 44条 第 １ 項 第 ２ 号 の 別 に 定 め る

額 は 、 別 表 に 定 め る 自 転 車 等 の 使 用 距 離

の 区 分 に 応 じ た 額 と す る 。 た だ し 、 地 方

公 務 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成

３ 年法 律 第 110号。以 下「 育 児 休 業法 」と

い う 。 ） 第 10条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 同 条

第 １ 項 に 規 定 す る 育 児 短 時 間 勤 務 の 承 認

を 受 け た 職 員 （ 同 法 第 17条 の 規 定 に よ る

短 時 間 勤 務 を す る こ と と な っ た 職 員 を 含

む 。 ） 、 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 25年 法 律 第

261号 ）第 28条 の ５ 第 １ 項の 規 定 に よ り採

用 さ れ た 職 員 、 育 児 休 業 法 第 18条 第 １ 項

又 は 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す

る 条 例 （ 平 成 23年 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 条

例 第 11号 ） 第 ４ 条 各 項 の 規 定 に よ り 採 用

 

（ 自転 車 等 使 用 者に つ いて の 特 例 ）  

第 ９条  （ 略 ）  

２  規 程 第 44条 第 １ 項 第 ２ 号 に 規 定 す る 通

勤 が 不 便 で あ る と 認 め ら れ る 職 員 は 、 次

に 掲げ る 職 員 と する 。  

(1) 自 転 車 等 の 使 用 距 離 が 片 道 10キ ロ メ

ー ト ル 以 上 で あ る 者 の う ち 次 の い ず れ

か に該 当 す る 者  

ア  通 勤 の た め 利 用 し 得 る 交 通 機 関 の

な いも の  

イ  自 転 車 等 を 使 用 し な い で 交 通 機 関

を 利 用 し て 通 勤 す る も の と し た 場 合

に お い て 、 住 居 若 し く は 勤 務 公 署 か

ら そ の 利 用 す る こ と と な る 交 通 機 関

の 最 寄 の 駅 （ 停 留 所 等 を 含 む 。 ） ま

で の 距 離 が ２ キ ロ メ ー ト ル 以 上 で あ

る も の 又 は そ の 利 用 す る こ と と な る

交 通 機 関 の 運 行 回 数 そ の 他 の 事 情 が

企 業長 の 定 め る 条件 に 該当 す る も の  

(2)  企 業 長 が 前 号 に 掲 げ る 者 に 準 ず る

と 認め る 者  

３  （ 略 ）  

４  規 程 第 44条 第 １ 項 第 ２ 号 の 別 に 定 め る

額 は 、 前 ２ 項 に 規 定 す る 職 員 ご と に 別 表

に 定 め る 自 転 車 等 の 使 用 距 離 の 区 分 に 応

じ た 額 と す る 。 た だ し 、 地 方 公 務 員 の 育

児 休 業 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ３ 年 法 律 第

110号。以 下「 育 児 休 業 法」と い う。）第

10条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 同 条 第 １ 項 に 規

定 す る 育 児 短 時 間 勤 務 の 承 認 を 受 け た 職

員 （ 同 法 第 17条 の 規 定 に よ る 短 時 間 勤 務

を す る こ と と な っ た 職 員 を 含 む 。 ） 、 地

方 公務 員 法（ 昭和 25年 法 律第 261号 ）第 28

条 の ５ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職

員 、 育 児 休 業 法 第 18条 第 １ 項 又 は 一 般 職

の 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 （ 平

成 23年 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 条 例 第 11号 ）



 

 

さ れ た 職 員 及 び 地 方 公 務 員 法 第 26条 の ３

第 １ 項 の 規 定 に よ る 承 認 を 受 け て １ 週 間

の 一 部 に つ い て 勤 務 し な い 職 員 の う ち 、

平 均 １ 箇 月 当 た り の 通 勤 所 要 回 数 が 10回

に 満 た な い 職 員 に つ い て は 、 別 表 の 額 か

らその額 に100分 の50を乗 じて得 た額 を減

じ た額 と す る 。  

 

 

（ 通勤 の 実 情 に 変更 を 生ず る 職 員 ）  

第 12条  規 程 第 44条 第 ２ 項 の 別 に 定 め る 職

員 は 、 通 常 の 通 勤 の 経 路 及 び 方 法 に よ る

場 合 に は 公 署 を 異 に す る 異 動 又 は 在 勤 す

る 公 署 の 移 転 前 の 通 勤 時 間 よ り 長 時 間 の

通 勤 時 間 を 要 す る こ と と な る こ と 等 の 通

勤 の 実 情 の 変 更 を 生 ず る 職 員 で 、 新 幹 線

鉄 道 等 の 特 別 急 行 列 車 、 高 速 自 動 車 国 道

そ の 他 の 交 通 機 関 等 （ 以 下 「 新 幹 線 鉄 道

等 」 と い う 。 ） を 利 用 し な い で 通 勤 す る

も の と し た 場 合 に お け る 通 勤 距 離 が 60キ

ロ メ ー ト ル 以 上 若 し く は 通 勤 時 間 が 90分

以 上 で あ る も の 又 は 交 通 事 情 等 に 照 ら し

て 通 勤 が 困 難 で あ る と 企 業 長 が 認 め る も

の とす る 。  

 

（ 特 別 料 金 等 の ２ 分 の １ 相 当 額 の 算 出 の 基

準 ）  

第 15条  規 程 第 44条 第 ２ 項 に 規 定 す る 特 別

料 金 等 （ 以 下 「 特 別 料 金 等 」 と い う 。 ）

の 額 の ２ 分 の １ に 相 当 す る 額 の 算 出 は 、

新 幹 線 鉄 道 等 を 利 用 す る 場 合 に お け る 通

勤 の 経 路 及 び 方 法 が 運 賃 等 、 時 間 、 距 離

等 の 事 情 に 照 ら し 最 も 経 済 的 か つ 合 理 的

と 認 め ら れ る も の に よ る 特 別 料 金 等 の 額

に よる も の と す る。  

２  （ 略 ）  

 

第 18条  （ 略 ）  

(1) 地 方 公 務 員 法 第 28条 の ４ 第 １ 項 又 は

第 28条 の ５ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 採 用

（ 地 方 公 務 員 法 第 28条 の ２ 第 １ 項 の 規

定 に よ り 退 職 し た 日 （ 地 方 公 務 員 法 第

28条 の ３ の 規 定 に よ り 勤 務 し た 後 退 職

し た 日 及 び 当 該 採 用 に 係 る 任 期 が 満 了

し た 日 を 含 む 。 ） の 翌 日 に お け る も の

に 限 る 。 ） を さ れ た 職 員 の う ち 、 条 例

第 ９ 条 第 １ 号 又 は 第 ３ 号 に 掲 げ る 職 員

で 、 採 用 の 直 前 の 住 居 （ 当 該 採 用 の 日

以 後 に 転 居 す る 場 合 に お い て 、 新 幹 線

鉄 道 等 を 通 勤 の た め 利 用 す る 経 路 に 変

更 が 生 じ な い と き の 当 該 転 居 後 の 住 居

及 び 企 業 長 が こ れ に 準 ず る と 認 め る 住

居 を 含 む 。 ） か ら の 通 勤 の た め 、 新 幹

線 鉄 道 等 で そ の 利 用 が 第 14条 に 規 定 す

る 基 準 に 照 ら し て 通 勤 事 情 の 改 善 に 相

当 程 度 資 す る も の で あ る と 認 め ら れ る

も の を 利 用 し 、 そ の 利 用 に 係 る 特 別 料

金 等 を 負 担 す る こ と を 常 例 と す る も の

第 ４ 条 各 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員

及 び 地 方 公 務 員 法 第 26条 の ３ 第 １ 項 の 規

定 に よ る 承 認 を 受 け て １ 週 間 の 一 部 に つ

い て 勤 務 し な い 職 員 の う ち 、 平 均 １ 箇 月

当 た り の 通 勤 所 要 回 数 が 10回 に 満 た な い

職 員 に つ い て は 、 別 表 の 額 か ら そ の 額 に

100分の50を乗じて得 た額 を減 じた額とす

る 。  

 

（ 通勤 の 実 情 に 変更 を 生ず る 職 員 ）  

第 12条  規 程 第 44条 第 ２ 項 の 別 に 定 め る 職

員 は 、 通 常 の 通 勤 の 経 路 及 び 方 法 に よ る

場 合 に は 公 署 を 異 に す る 異 動 又 は 在 勤 す

る 公 署 の 移 転 前 の 通 勤 時 間 よ り 長 時 間 の

通 勤 時 間 を 要 す る こ と と な る こ と 等 の 通

勤 の 実 情 の 変 更 を 生 ず る 職 員 で 、 新 幹 線

鉄 道 等 を 利 用 し な い で 通 勤 す る も の と し

た 場 合 に お け る 通 勤 距 離 が 60キ ロ メ ー ト

ル 以 上 若 し く は 通 勤 時 間 が 90分 以 上 で あ

る も の 又 は 交 通 事 情 等 に 照 ら し て 通 勤 が

困 難 であると企 業 長 が認 めるものとする。 

 

 

 

 

（ 特 別 料 金 等 の ２ 分 の １ 相 当 額 の 算 出 の 基

準 ）  

第 15条  規 程 第 44条 第 ２ 項 に 規 定 す る 特 別

料 金 等 の 額 の ２ 分 の １ に 相 当 す る 額 の 算

出 は 、 新 幹 線 鉄 道 等 を 利 用 す る 場 合 に お

け る通 勤 の 経 路 及び 方 法が 運 賃 等 、時 間 、

距 離 等 の 事 情 に 照 ら し 最 も 経 済 的 か つ 合

理 的 と 認 め ら れ る も の に よ る 特 別 料 金 等

の 額に よ る も の とす る 。  

 

２  （ 略 ）  

 

第 18条  （ 略 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別 表 を 次 の よ う に 改 め る 。  

別 表 （ 第 ９ 条 関 係 ）  

自 転 車 等 の 使 用 距 離 （ 片 道 ）  支 給 額  

 

５ キ ロ メ ー ト ル 未 満  

円  

2,900 

５ キ ロ メ ー ト ル 以 上 10キ ロ メ ー ト ル 未 満  6,000 

10キ ロ メ ー ト ル 以 上 15キ ロ メ ー ト ル 未 満  9,400 

15キ ロ メ ー ト ル 以 上 20キ ロ メ ー ト ル 未 満  12,800 

20キ ロ メ ー ト ル 以 上 25キ ロ メ ー ト ル 未 満  16,200 

25キ ロ メ ー ト ル 以 上 30キ ロ メ ー ト ル 未 満  19,700 

30キ ロ メ ー ト ル 以 上 35キ ロ メ ー ト ル 未 満  23,200 

35キ ロ メ ー ト ル 以 上 40キ ロ メ ー ト ル 未 満  26,700 

40キ ロ メ ー ト ル 以 上 45キ ロ メ ー ト ル 未 満  29,900 

45キ ロ メ ー ト ル 以 上 50キ ロ メ ー ト ル 未 満  33,300 

（ 当 該 採 用 の 直 前 の 勤 務 地 と 所 在 す る

地 域 を 異 に す る 公 署 に 在 勤 す る こ と と

な っ た こ と に 伴 い 、 通 常 の 通 勤 の 経 路

及 び 方 法 に よ る 場 合 に は 当 該 採 用 前 の

通 勤 時 間 よ り 長 時 間 の 通 勤 時 間 を 要 す

る こ と と な る こ と 等 の 通 勤 の 実 情 の 変

更 を 生 ず る 職 員 で 、 新 幹 線 鉄 道 等 を 利

用 し な い で 通 勤 す る も の と し た 場 合 に

お け る 通 勤 距 離 が 60キ ロ メ ー ト ル 以 上

若 し く は 通 勤 時 間 が 90分 以 上 で あ る も

の 又 は 交 通 事 情 等 に 照 ら し て 通 勤 が 困

難 で あ る と 企 業 長 が 認 め る も の に 限

る 。）  

(2)・ (3) （ 略 ）  

 

（ 支給 の 始 期 及 び終 期 ）  

第 19条  通 勤 手 当 の 支 給 は 、 職 員 に 新 た に

条 例 第 ９ 条 の 職 員 た る 要 件 （ 以 下 「 支 給

要 件 」 と い う 。 ） が 具 備 さ れ る に 至 っ た

場 合 に お い て は そ の 日 の 属 す る 月 の 翌 月

（ そ の 日 が 月 の １ 日 で あ る と き は 、 そ の

日 の 属 す る 月 ） か ら 開 始 し 、 通 勤 手 当 を

支 給 さ れ て い る 職 員 が 離 職 し 、 又 は 死 亡

し た 場 合 に お い て は そ れ ぞ れ そ の 者 が 離

職 し 、 又 は 死 亡 し た 日 、 通 勤 手 当 を 支 給

さ れ て い る 職 員 が 支 給 要 件 を 欠 く に 至 っ

た 場 合 に お い て は そ の 事 実 が 生 じ た 日 の

属 す る 月 （ こ れ ら の 日 が 月 の １ 日 で あ る

と き は 、 そ の 日 の 属 す る 月 の 前 月 ） を も

っ て 終 わ る 。 た だ し 、 企 業 長 は 、 こ れ に

より難い事 情 があると認められるときは、

別 段 の 取 扱 い を 定 め る こ と が で き る と と

も に 、 通 勤 手 当 の 支 給 等 の 取 扱 い に つ い

て 別に 定 め る こ とが で きる 。  

２ ・３  （ 略 ）  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)・ (2) （ 略 ）  

 

（ 支給 の 始 期 及 び終 期 ）  

第 19条  通 勤 手 当 の 支 給 は 、 職 員 に 新 た に

条 例 第 ９ 条 の 職 員 た る 要 件 （ 以 下 「 支 給

要 件 」 と い う 。 ） が 具 備 さ れ る に 至 っ た

場 合 に お い て は そ の 日 の 属 す る 月 の 翌 月

（ そ の 日 が 月 の １ 日 で あ る と き は 、 そ の

日 の 属 す る 月 ） か ら 開 始 し 、 通 勤 手 当 を

支 給 さ れ て い る 職 員 が 離 職 し 、 又 は 死 亡

し た 場 合 に お い て は そ れ ぞ れ そ の 者 が 離

職 し 、 又 は 死 亡 し た 日 、 通 勤 手 当 を 支 給

さ れ て い る 職 員 が 支 給 要 件 を 欠 く に 至 っ

た 場 合 に お い て は そ の 事 実 が 生 じ た 日 の

属 す る 月 （ こ れ ら の 日 が 月 の １ 日 で あ る

と き は 、 そ の 日 の 属 す る 月 の 前 月 ） を も

っ て終 わ る 。  

 

 

 

 

２ ・３  （ 略 ）  

 



 

 

50キ ロ メ ー ト ル 以 上 55キ ロ メ ー ト ル 未 満  36,800 

55キ ロ メ ー ト ル 以 上 60キ ロ メ ー ト ル 未 満  40,200 

60キ ロ メ ー ト ル 以 上  43,600 

附  則  

 こ の 規 程 は 、 平 成 27年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 


